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中に巻く面
歴史・日本史・東洋史・政治・法律・国際関係等の研究者、研究機関に必備！

〒173―0004　東京都板橋区板橋1―13―1
☎ 03（3579）5444
［消費税が別途加算されます］

◉下記の書店にお申し込みください。

「
陸
軍
成
規
類
聚
」研
究
資
料

　

収
録
資
料

「
陸
軍
軍
制
史
梗
概
」山
崎
正
男
著〈
底
本『
国
家
総
動
員
史
・
史
料
篇
』〉

「
山
崎
正
男
氏
対
談
記
」〈
底
本
・
雑
誌『
偕
行
』〉

「
陸
軍
軍
制
史
話〈
原
題「
軍
制
よ
も
や
ま
話
」／
底
本
・
雑
誌『
偕
行
』〉

▼
全
１
巻
／
総
８
８
０
頁
／
本
体
１
８
０
０
０
円　89774-299-1

▼〈
第
四
集
〉─
好
評
発
売
中

陸
軍
成
規
類
聚 

明
治
版

陸
軍
大
臣
官
房
編
纂
／
明
治
四
四
年
二
月
第
六
版

▼
全
３
巻
／
総
２
２
６
０
頁
／
本
体
６
０
０
０
０
円　89774-295-3

▼〈
第
三
集
〉─
新
刊

軍
事

秘
密 

陸
軍
成
規
類
聚 

別
冊

陸
軍
大
臣
官
房
編
纂
／
昭
和
一
六
年
版

▼
全
１
巻
／
総
１
０
０
０
頁
／
本
体
２
８
０
０
０
円　89774-294-6

▼〈
第
二
集
〉─
好
評
発
売
中

陸
軍
成
規
類
聚 

昭
和
版

陸
軍
大
臣
官
房
編
纂
／
昭
和
一
九
年
八
月
第
三
六
版

▼
全
７
巻
・
別
巻
１
／
総
７
０
０
０
頁
／
本
体
１
８
０
０
０
０
円　89774-286-1

▼〈
第
一
集
〉─
好
評
発
売
中

全4集

▼
陸
軍
大
臣
官
房
編
纂
に
よ
る
日
本
陸
軍
の
根
幹
資
料

森
松
俊
夫〈
監
修
〉／
松
本
一
郎〈
編
・
解
説
〉

「
陸
軍
成
規
類
聚
」資
料
集
成

◆
全
集
完
結
！

◆
監
修
に
あ
た
っ
て
―

◆
編
纂
の
言
葉
―

　
「
陸
軍
成
規
類
聚
」
と
は
、
日
本
陸
軍
関
係
の
法
規
、
通
達
な
ど
を
網
羅
し
た
法
令
集
で
あ

る
。
年
に
数
回
発
行
の
追
録
に
よ
っ
て
ア
ッ
プ
・
ツ
ウ
・
デ
イ
ト
に
編
集
さ
れ
た
こ
の
法
令
集

は
、
終
戦
前
は
各
部
隊
の
事
務
処
理
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
後
は
陸
軍
の
機

構
・
制
度
の
研
究
者
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
滅
失

し
て
、
こ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
。
先
年
、
海
軍
に
関
す
る
同
種
の
法
令

集
「
海
軍
諸
例
則
」
が
復
刻
、
刊
行
さ
れ
た
の
で
、
本
書
の
復
刻
が
待
望
さ
れ
て
い
た
と
こ

ろ
、
こ
の
た
び
、
縁
あ
っ
て
そ
の
監
修
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

明
治
二
三
年
に
発
行
さ
れ
た
「
陸
軍
成
規
類
聚
」
は
、
同
四
〇
年
と
大
正
五
年
に
大
き
く
改

版
さ
れ
、
こ
の
大
正
五
年
版
の
様
式
は
、
最
後
の
第
三
六
版
（
昭
和
一
九
年
八
月
発
行
）
ま
で

踏
襲
さ
れ
て
き
た
。
本
資
料
集
成
で
は
、
こ
の
最
新
版
と
、
未
公
開
の
秘
密
資
料
「
陸
軍
成
規

類
聚　

別
冊
」
を
収
め
た
。
こ
れ
ら
貴
重
な
史
料
の
復
刻
は
、
昭
和
陸
軍
軍
制
の
研
究
に
寄
与

す
る
と
こ
ろ
が
大
で
は
な
い
か
と
秘
か
に
自
負
し
て
い
る
。

　

最
近
、
靖
国
偕
行
文
庫
に
、
配
布
先
で
の
加
除
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
明
治
四
四
年
版
の

「
陸
軍
成
規
類
聚
」
が
所
蔵
さ
れ
た
。
発
行
当
時
の
軍
制
を
知
る
に
は
、
ま
さ
に
絶
好
の
史
料
と

い
え
る
。
同
文
庫
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
幸
い
に
こ
れ
も
復
刻
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
本
資
料
集
成
で
は
、
成
規
類
聚
研
究
に
不
可
欠
の
資
料
で
あ
る
山
崎
正
男
先
生
の
諸

論
考
を
第
一
回
配
本
と
し
て
収
録
し
た
。
底
本
の
一
つ
で
あ
る
『
偕
行
』
誌
連
載
の
「
陸
軍
よ

も
や
ま
話
」
に
は
、
私
も
聞
き
手
の
一
人
と
し
て
毎
回
欠
か
さ
ず
参
加
さ
せ
て
頂
い
た
。
汲
め

ど
も
尽
き
ぬ
蘊
蓄
を
披
露
し
て
下
さ
っ
た
先
生
の
温
顔
が
、
今
懐
か
し
く
甦
っ
て
く
る
。

　
「
陸
軍
成
規
類
聚
」
は
、
八
〇
年
に
及
ぶ
日
本
陸
軍
の
骨
格
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
根
本
史
料

で
あ
る
。
こ
の
た
び
の
出
版
が
、
日
本
陸
軍
に
つ
い
て
の
新
た
な
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。

森
松
俊
夫

（
元
防
衛
研
修
所
戦
史
室
戦
史
編
纂
官
）

　

こ
の
た
び
、『「
陸
軍
成
規
類
聚
」
資
料
集
成
』
と
し
て
、「
陸
軍
成
規
類
聚 

昭
和
版
」「
同 

別
冊
」

「
同 

明
治
版
」「
同 

研
究
資
料
」
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

昭
和
二
〇
年
八
月
の
終
戦
当
時
、
日
本
陸
軍
の
人
員
は
五
四
七
万
人
に
達
し
て
い
た
。
当
時
の
わ
が

国
の
推
計
総
人
口
は
七
二
一
四
万
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
七
・
六
％
（
男
性
に
つ
い
て
み
れ
ば
一
五

％
）
が
陸
軍
軍
人
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
巨
大
な
機
構
の
運
営
を
法
制
面
で
支
え
て
い
た
の
が
、

陸
軍
に
関
す
る
無
数
の
法
令
・
通
牒
類
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
主
要
な
も
の
を
選
び
、
適
宜
追
録
を
発

行
し
て
改
正
条
項
を
加
除
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
が
、「
陸
軍
成
規
類
聚
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
陸
軍
の

「
法
令
全
書
」
で
あ
り
、
か
つ
「
百
科
全
書
」
で
も
あ
る
。
本
書
は
大
隊
単
位
で
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た

か
ら
（
昭
和
二
〇
年
陸
亜
密
第
一
二
九
号
通
牒
）
そ
の
発
行
部
数
は
膨
大
な
数
に
上
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

陸
軍
は
、
停
戦
と
同
時
に
管
下
の
官
庁
、
部
隊
、
学
校
な
ど
に
対
し
て
軍
関
係
の
書
類
、
資
料
等
の

焼
却
、
廃
棄
を
命
じ
た
。
当
時
私
は
熊
本
陸
軍
幼
年
学
校
の
生
徒
で
あ
っ
た
が
、
個
人
の
日
記
・
ア
ル

バ
ム
に
至
る
ま
で
焼
却
を
命
ぜ
ら
れ
て
、
泣
く
泣
く
こ
れ
に
従
っ
た
。
こ
の
命
令
に
よ
っ
て
、
多
数
存

在
し
て
い
た
成
規
類
聚
の
ほ
と
ん
ど
が
滅
失
し
た
。

　

私
は
八
〇
年
に
及
ぶ
陸
軍
の
史
料
が
年
々
喪
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
憂
い
、
こ
の
数
年
来
緑
蔭
書
房
と

協
力
し
て
成
規
類
聚
の
収
集
に
力
を
入
れ
て
き
た
が
、
最
近
「
法
制
改
廃
委
員
」
が
使
用
し
た
最
新
版

を
入
手
す
る
と
い
う
僥
倖
に
恵
ま
れ
た
。
こ
の
「
法
制
改
廃
委
員
会
」
と
は
、
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
、

軍
の
解
体
に
伴
う
陸
軍
諸
法
令
の
改
廃
を
検
討
す
る
た
め
に
陸
軍
省
（
後
に
第
一
復
員
省
）
に
設
け
ら

れ
た
委
員
会
で
、
そ
の
中
心
人
物
は
第
一
回
配
本
の
著
者
山
崎
正
男
陸
軍
少
将
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
書
「
昭
和
版
」〈
第
二
回
配
本
〉
の
底
本
は
い
わ
ば
お
墨
付
き
の
成
規
類
聚
と
い
う
こ
と
が
で

き
、
そ
の
史
料
的
価
値
は
計
り
知
れ
な
い
。

　

第
三
回
配
本
に
は
、
軍
事
秘
密
「
陸
軍
成
規
類
聚　

別
冊
」
を
収
め
た
。
こ
れ
は
、「
昭
和
版
」
を

補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
会
図
書
館
に
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
こ
の
復
刻
に

よ
っ
て
、
昭
和
軍
制
の
研
究
に
新
た
な
一
ペ
ー
ジ
が
加
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。

 

第
四
回
配
本
に
は
、
明
治
後
半
期
を
代
表
す
る
版
と
し
て
明
治
四
四
年
の
第
六
版
を
収
録
し
た
。
日
露

戦
争
後
の
軍
制
と
「
昭
和
版
」
へ
の
変
遷
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

　

第
一
回
配
本
に
は
陸
軍
軍
制
研
究
に
不
可
欠
の
資
料
で
あ
る
山
崎
正
男
氏
の
諸
論
考
を
配
し
た
。

　

最
後
に
、
史
料
の
復
刻
に
ご
厚
意
を
賜
っ
た
偕
行
社
、
靖
国
偕
行
文
庫
そ
し
て
防
衛
省
防
衛
研
究
所

に
対
し
て
、
心
か
ら
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

松
本
一
郎

（
獨
協
大
学
名
誉
教
授
）

陸
軍
大
臣
官
房
編
纂

陸
軍
成
規
類
聚

明
治
版�

全
３
巻

◆
日
本
陸
軍
研
究
に
不
可
欠
な
根
本
史
料
！

「
陸
軍
成
規
類
聚
」資
料
集
成
３

森
松
俊
夫
監
修
◆
松
本
一
郎
編
・
解
説

　
日
露
戦
争
後
の
軍
制
と
昭
和
陸
軍
へ
の

　
変
遷
を
知
る
上
で
必
須
の
史
料
！

ア
ジ
ア・太
平
洋
戦
争
　
関
連
書
籍
の
ご
案
内

太平洋戦争開戦前史
――開戦迄の政略戦略――

第二復員局残務処理部編／田中宏巳監修・解
説　本書（原題『開戦迄の政略戦略』）は、
米国議会図書館所蔵「日本の公文書及び検閲
資料」の一部で、今回全文を初めて公刊する。
� 全１巻／ 16,000 円

太平洋戦争放送宣伝資料
北山節郎編・解説　情報局の『海外放送講演
集』『対敵電波戦』を収録。政府・軍の宣伝
戦の全容と文化人の戦争プロパガンダ協力の
実態史料。� 全 4巻／ 64,000 円

昭和六・七年事変海軍戦史
海軍軍令部編／田中宏巳・影山好一郎解説　
満洲事変・上海事変の史実を詳細に記述した
「軍機」戦史。軍事史、アジア史、国際関係史、
抗日運動史研究に不可欠の第一級史料。
� 全 4 巻・別巻１／ 96,000 円

オーストラリア国立戦争記念館所蔵

旧陸海軍資料目録
田中宏巳編　連合軍がニューギニア戦線で捕
獲・蒐集した資料と戦後のラバウル収容所の
生活に関する資料の目録と解説を収録。オー
ストラリアに残る旧日本軍資料の全貌を明か
す新資料。� 全１巻／ 15,000 円

太平洋戦争メディア資料
北山節郎編・解説　日米開戦・終戦時の重要
事項（日米開戦ニュース、ポツダム宣言受
諾、ソ連参戦、原爆問題等）を膨大な一次資
料群を駆使し、詳細な解説と共に時系的・立
体的に編纂した。日米情報戦の基本資料。
Ⅰ□開戦―真珠湾攻撃と対外報道　Ⅱ□終戦と対
外報道� 全 2巻／ 68,000 円（二刷）

同盟旬報目次総覧
同盟通信社編／北山節郎監修・解説　昭和
12年から終戦迄の「同盟旬報」の記事目次
を収録。戦時メディア史、昭和史研究の基礎
資料。とくに日中戦争史の記録は克明である。
� 全 2巻／ 48,000 円

◆



210 210

表紙のウラ

第
三
巻

第
七
類
　
補
任

馬
政
局
職
員
特
別
任
用
令
／
朝
鮮
総
督
府
所
属
官
署
職
員
ニ
任
セ
ラ
レ

タ
ル
陸
海
軍
現
役
将
校
同
相
当
官
ニ
関
ス
ル
件
／
関
東
都
督
府
医
院
職

員
タ
ル
陸
軍
現
役
将
校
相
当
官
所
属
ノ
件
／
憲
兵
科
准
士
官
以
上
ニ
シ

テ
統
監
府
警
察
官
ニ
任
セ
ラ
レ
タ
者
ノ
分
限
ニ
関
ス
ル
件
／
樺
太
廳
職

員
特
別
任
用
令
／
陸
地
測
量
官
任
用
規
則
／
陸
軍
通
訳
生
ニ
関
ス
ル
件

／
陸
軍
准
士
官
下
士
文
官
採
用
規
則
／
文
官
任
用
令
／
陸
軍
武
官
進
級

令
／
陸
軍
兵
卒
進
級
規
則
／
陸
軍
武
官
命
課
規
則
／
大
本
営
ニ
於
ケ
ル

人
事
取
扱
規
則
／
陸
軍
ニ
於
テ
通
訳
ニ
従
事
ス
ル
者
ノ
待
遇
ノ
件

第
八
類
　
兵
籍
　
名
簿

陸
軍
兵
籍
規
則
／
陸
軍
将
校
同
相
当
官
実
役
停
年
名
簿
及
服
役
停
年
名

簿
編
纂
規
則
／
陸
軍
戦
時
名
簿
規
則
／
軍
隊
手
帳
取
扱
方
／
生
死
不
明

ノ
者
死
体
発
見
ノ
場
合
死
亡
月
日
認
定
方

第
九
類
　
賞
典
　
恩
給

金
鵄
勲
章
敍
賜
條
例
／
勲
章
及
従
軍
記
章
ノ
制
／
勲
章
佩
用
式
／
陸
軍

勲
章
授
與
式
／
勲
章
褫
奪
令
／
勲
章
還
納
ノ
件
／
叙
位
條
例
／
軍
事
警

察
賞
与
規
程
／
官
吏
恩
給
法
施
行
規
則
／
官
吏
遺
族
扶
助
法
／
巡
査
看

守
退
隠
料
及
遺
族
扶
助
料
法
／
軍
人
恩
給
法
／
台
湾
又
ハ
樺
太
ニ
服
役

ス
ル
軍
人
ノ
恩
給
及
遺
族
扶
助
料
ニ
関
ス
ル
件
／
陸
海
軍
監
獄
看
守
給

助
ノ
件
／
下
士
兵
卒
家
族
救
助
令
／
伝
染
病
予
防
救
治
ニ
従
事
ス
ル
者

ノ
手
当
金
ニ
関
ス
ル
件
／
官
役
職
工
人
夫
扶
助
令
／
戦
時
若
ハ
事
変
ニ

関
ス
ル
陸
海
軍
雇
員
等
傷
痍
疾
病
死
歿
手
当
金
給
與
ノ
件
／
明
治
二
十

七
八
年
ノ
戦
役
ニ
関
ス
ル
一
時
賜
金
ハ
軍
事
公
債
証
書
ヲ
以
テ
交
付
ノ

件
／
明
治
三
十
三
年
北
清
事
変
ニ
関
ス
ル
特
別
賜
金
取
扱
方
法

第
十
類
　
刑
罰
　
監
獄

陸
軍
刑
法
施
行
法
／
関
東
州
ニ
於
ケ
ル
刑
事
ニ
関
ス
ル
件
／
陸
軍
治
罪

法
施
行
規
則
／
台
湾
陸
軍
軍
法
会
議
法
／
韓
国
軍
人
軍
属
ノ
犯
罪
裁
判

ニ
関
ス
ル
件
／
文
官
懲
戒
令
／
長
官
懲
戒
処
分
心
得
／
陸
軍
懲
罰
令
／

陸
軍
監
獄
令
施
行
規
則
／
陸
軍
仮
出
獄
取
締
細
則
／
南
満
洲
ニ
在
ル
軍

法
会
議
ノ
処
断
囚
徒
取
扱
方
／
韓
国
ニ
在
ル
軍
法
会
議
処
断
囚
徒
取
扱

方
／
台
湾
軍
法
会
議
ノ
処
断
囚
徒
取
扱
方
／
俘
虜
処
罰
ニ
関
ス
ル
件

第
十
一
類
　
教
育
　
演
習
　
検
閲

軍
隊
教
育
順
次
教
令
／
軍
隊
教
練
要
旨
／
六
週
間
現
役
兵
教
育
訓
令
／

将
校
團
教
育
令
／
陸
軍
各
兵
科
下
士
教
育
教
令
／
擔
架
術
教
育
規
則
／

野
外
要
務
令
／
歩
兵
操
典
／
馬
術
教
範
／
野
戦
砲
兵
操
典
／
馬
具
保
存

（
第
二
款
　
戦
時
給
與
）　
陸
軍
戦
時
給
與
規
則
／
国
民
軍
ノ
給
與
ニ
関

ス
ル
件
／
召
集
中
ノ
文
官
俸
給
支
給
ニ
関
ス
ル
件

（
第
三
款
　
会
計
）　
会
計
法
／
会
計
規
則
／
陸
軍
作
業
会
計
法
／
陸
海

軍
ニ
属
ス
ル
臨
時
事
件
費
特
別
会
計
法

（
第
四
款
　
予
算
）　
歳
入
歳
出
予
算
概
定
順
序
／
陸
軍
省
所
管
予
算
事

務
順
序

（
第
五
款
　
出
納
）　
陸
軍
省
所
管
歳
入
収
納
取
扱
規
程
／
官
吏
遺
族
扶

助
法
納
金
収
入
規
則
／
韓
国
軍
用
鉄
道
運
賃
経
理
規
程
／
陸
軍
省
所
管

経
費
整
理
規
程
／
陸
海
軍
召
集
諸
費
繰
替
支
弁
ニ
関
ス
ル
件
／
憲
兵
上

等
兵
ニ
臨
時
現
金
前
渡
官
吏
任
命
の
件
／
定
額
戻
入
取
扱
規
程

（
第
六
款
　
科
目
及
支
給
区
分
）　
省
略
　

（
第
七
款
　
工
事
及
物
件
売
買
貸
借
）　
省
略 

（
第
八
款
　
部
隊
経
理
）　
陸
軍
給
與
ニ
関
ス
ル
委
任
経
理
ノ
件
／
軍
隊

経
理
規
程
／
委
任
経
理
ニ
係
ル
作
業
経
理
要
領

（
第
九
款
　
物
品
会
計
）　
物
品
会
計
規
則
／
陸
軍
物
品
会
計
規
程
／
戦

用
品
取
扱
規
則
／

（
第
十
款
　
土
地
営
造
）　
官
有
財
産
管
理
規
則
／
官
有
地
取
扱
規
則
／

陸
軍
営
繕
事
務
規
程
／
陸
軍
演
習
場
規
則

（
第
十
一
款
　
検
査
証
明
）　
会
計
検
査
院
法
／
陸
海
軍
出
師
準
備
ニ
属

ス
ル
物
品
検
査
ノ
件

（
第
十
二
款
　
金
庫
）　
省
略

（
第
十
三
款
　
雑
件
）　
省
略
　

（
第
十
四
款
　
馬
政
局
経
理
）　
種
付
所
会
計
事
務
取
扱
規
程
／
不
用
馬

匹
売
拂
ニ
関
ス
ル
件
／
廃
馬
売
却
規
程
／
馬
政
局
旅
費
規
程

第
四
類
　
文
書
　
報
告

軍
令
ニ
関
ス
ル
件
／
公
式
令
／
陸
軍
公
文
書
規
則
／
陸
軍
報
告
例
／
戦

時
陸
軍
報
告
例
／
戦
時
死
者
及
生
死
不
明
者
報
告
手
続
／
軍
隊
教
科
書

検
閲
規
程
／
出
版
法
／
陸
軍
機
密
図
書
取
扱
規
則
／
陸
軍
国
防
用
防
御

営
造
物
図
書
取
扱
規
程
／
台
湾
国
防
用
防
御
営
造
物
区
域
ニ
関
ス
ル
地

図
取
締
規
程
／
秘
密
図
書
改
廃
ノ
結
果
処
分
方

第
五
類
　
儀
式
　
礼
式

陸
軍
会
葬
式
及
表
喪
式
／
陸
軍
埋
葬
規
則
／
陸
軍
礼
式
／
陸
軍
礼
式
附

録
／
戦
場
掃
除
及
戦
死
者
埋
葬
規
則

第
六
類
　
服
制
　
徽
章

陸
軍
軍
服
服
制
／
陸
軍
将
校
馬
具
制
／
陸
軍
服
装
規
則
／
文
官
大
礼
服

制
／
日
本
赤
十
字
社
救
護
員
服
制
／
陸
軍
軍
属
従
軍
服
制
／
陸
軍
傭
人

服
制

◆
収
録
内
容（
抜
粋
）

第
一
巻

第
一
類
　
官
制
　
官
規

陸
軍
省
官
制
／
築
城
部
條
例
／
軍
馬
補
充
部
條
例
／
陸
軍
兵
器
廠
條
例

／
砲
兵
工
廠
條
例
／
陸
軍
火
薬
研
究
所
條
例
／
陸
軍
運
輸
部
條
例
／
朝

鮮
駐
剳
憲
兵
條
例
／
憲
兵
服
務
規
程
／
憲
兵
練
習
所
條
例
／
臨
時
軍
用

気
球
研
究
会
官
制
／
癈
兵
院
法
／
参
謀
本
部
條
例
／
陸
軍
参
謀
條
例
／

陸
地
測
量
部
條
例
／
台
湾
総
督
府
官
制
／
台
湾
総
督
府
陸
軍
部
條
例
／

台
湾
守
備
隊
司
令
部
條
例
／
韓
国
ノ
国
号
ヲ
朝
鮮
ト
改
稱
ノ
件
／
韓
国

駐
箚
軍
司
令
部
條
例
／
関
東
都
督
府
官
制
／
樺
太
守
備
隊
司
令
部
條
例

／
樺
太
廳
官
制
／
朝
鮮
総
督
府
官
制
／
馬
政
局
官
制
／
陸
軍
戸
山
学
校

條
例
／
陸
軍
軍
楽
／
師
団
司
令
部
條
例
／
要
塞
司
令
部
條
例
／
對
馬
警

備
隊
司
令
部
條
例
／
陸
軍
懲
冶
隊
條
例
／
聯
隊
区
司
令
部
條
例
／
沖
縄

警
備
隊
区
司
令
部
條
例
／
衛
戌
病
院
服
務
規
程
／
陸
軍
監
獄
官
制
／
派

遣
将
校
取
扱
規
則
／
陸
軍
武
官
官
等
表
／
韓
国
軍
人
ニ
関
ス
ル
件
／
陸

軍
将
校
分
限
令
／
官
吏
服
務
規
律
／
陸
軍
武
官
考
科
表
規
則
／
陸
軍
現

役
軍
人
婚
姻
條
例
／
軍
隊
内
務
書
／
陸
軍
管
区
表
／
憲
兵
隊
配
置
及
憲

兵
分
隊
管
区
／
韓
国
駐
箚
憲
兵
隊
配
置
及
憲
兵
分
隊
管
区
／
台
湾
憲
兵

隊
管
区
竝
配
置
／
関
東
憲
兵
隊
配
置
及
憲
兵
分
隊
管
区
／
韓
国
憲
兵
隊

ノ
管
区
及
配
置
／
戦
時
大
本
営
條
例
／
臨
時
陸
軍
建
築
部
條
例
／
俘
虜

収
容
所
條
例

第
二
類
　
兵
役
　
補
充
　
召
募
　
召
集

徴
兵
令
／
陸
海
軍
徴
兵
身
長
定
限
表
／
徴
兵
事
務
條
例
施
行
細
則
／
歩

兵
隊
兵
員
徴
集
区
指
定
表
／
徴
兵
処
分
ヲ
受
ク
ヘ
キ
所
在
不
明
調
査
規

程
／
陸
軍
一
年
志
願
兵
條
例
／
陸
軍
六
週
間
現
役
兵
條
例
／
陸
軍
服
役

條
例
／
現
役
下
士
兵
卒
中
逃
亡
者
取
扱
方
／
陸
軍
補
充
條
例
／
陸
軍
召

募
條
例
施
行
細
則
／
国
民
軍
編
入
志
願
者
願
出
規
程
／
国
民
兵
役
ニ
在

ル
者
ノ
服
役
及
召
集
ニ
関
ス
ル
件
／
台
湾
寄
留
者
演
習
召
集
規
程
／
台

湾
在
郷
陸
軍
軍
人
戦
時
召
集
規
程
／
台
湾
ニ
居
住
ス
ル
陸
軍
軍
人
ノ
召

集
及
就
職
ニ
関
ス
ル
件

第
二
巻

第
三
類
　
会
計
　
経
理

（
第
一
款
　
平
時
給
與
）　
陸
軍
給
與
令
／
台
湾
島
及
澎
湖
島
駐
箚
陸
軍

部
隊
給
與
規
則
／
満
洲
韓
国
樺
太
駐
箚
陸
軍
部
隊
給
與
令
／
清
国
駐
箚

陸
軍
部
隊
給
與
令
／
陸
軍
武
官
増
俸
給
與
規
程
／
文
官
俸
給
支
給
細
則

／
雇
員
傭
人
給
料
支
給
規
則
／
陸
軍
旅
費
規
則
／
軍
人
軍
属
旅
行
行
程

規
則

「
明
治
版
」編
纂
に
あ
た
っ
て

松
本
一
郎

　
陸
軍
関
係
の
法
規
集
「
陸
軍
成
規
類
聚
」
は
明
治

二
三
年
に
創
刊
さ
れ
た
が
、
四
○
年
度
版
か
ら
は
加
除

式
図
書
と
な
っ
た
。

　『
陸
軍
成
規
類
聚
』
第
六
版
は
、
明
治
四
○
年
版
を

台
本
と
し
て
、
そ
れ
に
明
治
四
三
年
一
○
月
五
日
ま
で

に
発
行
さ
れ
た
補
修
訂
正
追
録
三
○
回
分
の
加
除
訂
正

を
行
っ
た
上
、
本
版
か
ら
新
た
に
加
え
ら
れ
た
質
議
回

答
を
各
類
の
末
尾
に
据
え
て
出
版
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

本
版
に
は
、
明
治
四
三
年
一
○
月
五
日
現
在
の
法
規
類

及
び
質
議
回
答
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
加
除
式
法
規
集
は
最
新
の
法
令
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
、
実
務
上
は
き
わ
め
て
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
、

追
録
の
都
度
そ
の
発
行
日
を
記
録
し
て
お
か
な
い
と
、

収
録
法
規
が
い
つ
現
在
の
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
で
き

な
い
と
い
う
憾
み
が
あ
る
。

　
本
書
が
底
本
と
し
て
用
い
た
靖
国
偕
行
文
庫
所
蔵
の

第
六
版
（
明
治
四
四
年
二
月
発
行
）
に
つ
い
て
は
、
奇

跡
的
に
加
除
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
明
治
四
三
年

一
○
月
五
日
現
在
の
法
規
が
残
っ
た
。
時
あ
た
か
も
、

日
韓
併
合
の
直
後
で
あ
っ
た
。

　
本
書
発
行
の
翌
年
、
栄
光
あ
る
明
治
時
代
は
静
か
に

そ
の
幕
を
閉
じ
た
。

　
第
六
版
は
、
明
治
軍
事
史
の
最
後
を
飾
る
も
の
で
あ

り
、『
陸
軍
成
規
類
聚
　
明
治
版
』
と
名
付
け
る
に
ふ
さ

わ
し
い
存
在
で
あ
る
。
本
書
を
繙
い
て
い
る
と
、
か
つ

か
つ
と
響
く
馬
の
足
音
が
聞
こ
え
て
く
る
か
の
よ
う
で

あ
る
。

法
／
要
塞
砲
兵
操
典
草
案
／
工
兵
操
典
／
爆
破
教
範
改
正
草
案
／
輜
重

兵
操
典
／
陸
軍
特
命
検
閲
條
例
／
軍
隊
料
理
法

第
十
二
類
　
警
保
　
徴
発

治
安
警
察
法
／
軍
機
保
護
法
／
軍
機
保
護
法
ヲ
台
湾
ニ
施
行
ス
ル
ノ
件

／
要
塞
地
帯
法
施
行
規
則
／
台
湾
国
防
用
防
禦
営
造
物
区
域
取
締
規
則

／
関
東
州
防
禦
営
造
物
地
帯
令
／
衛
戍
條
例
／
衛
戍
勤
務
令
／
近
衛
守

衛
隊
規
則
／
徴
発
令
／
徴
発
事
務
条
例
／
徴
発
物
件
調
査
方
梗
概
／
戒

厳
令
／
台
湾
ニ
戒
厳
令
施
行
ノ
件
／
旅
順
港
ニ
関
ス
ル
件

第
十
三
類
　
兵
器

銃
砲
火
薬
類
取
締
法
／
銃
砲
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
／
火
薬
類
船
舶

運
送
及
貯
蔵
規
程
／
火
砲
履
歴
規
則
／
兵
器
取
扱
規
則
／
兵
器
細
目
名

称
表
／
火
薬
火
具
取
扱
規
則
／
要
塞
備
附
兵
器
保
存
準
則
／
赴
任
用
刀

剣
ニ
関
ス
ル
規
程

第
十
四
類
　
運
輸
　
通
信

鉄
道
軍
事
供
用
令
／
鉄
道
軍
事
輸
送
規
程
／
軍
事
郵
便
物
ニ
関
ス
ル
件

／
軍
用
電
信
法
／
軍
用
通
信
所
発
著
軍
事
電
報
取
扱
規
程
／
台
湾
及
南

満
鉄
道
ニ
於
ケ
ル
軍
事
輸
送
ニ
関
ス
ル
件
／
野
戰
郵
便
夫
規
則
／
陸
軍

汽
船
管
理
規
程

第
十
五
類
　
馬
政

馬
匹
去
勢
法
／
馬
匹
ノ
調
査
及
検
査
ニ
関
ス
ル
件
／
陸
軍
将
校
乗
馬
令

／
軍
馬
管
理
規
則
／
陸
軍
軍
馬
病
類
別
／
競
馬
規
程
／
種
牡
馬
検
査
法

／
種
馬
所
種
付
規
則

第
十
六
類
　
衛
生
　
身
体
検
査

伝
染
病
予
防
法
／
陸
軍
伝
染
病
予
防
規
則
／
陸
軍
伝
染
病
予
防
ニ
関
ス

ル
清
潔
方
法
及
消
毒
方
法
／
肺
結
核
予
防
ニ
関
ス
ル
件
／
陸
軍
入
院
患

者
転
地
療
養
規
則
／
衛
生
材
料
取
扱
規
則
／
陸
軍
薬
局
方
第
二
版
／
赤

十
字
條
約
ノ
解
釈
／
日
本
赤
十
字
社
條
例
／
日
本
赤
十
字
社
戦
時
救
護

規
則
／
徴
兵
検
査
規
則
／
癩
療
養
所
收
容
患
者
ノ
徰
兵
検
査
ニ
関
ス
ル

件
／
陸
軍
身
体
検
査
手
続

第
十
七
類
　
雑

戦
利
品
規
則
／
俘
虜
取
扱
規
則
／
俘
虜
自
由
散
歩
及
民
家
居
住
規
則
／

俘
虜
労
役
規
則
／
軍
事
上
秘
密
ヲ
要
ス
ル
発
明
ノ
特
許
ニ
関
ス
ル
件

陸
軍
大
臣
官
房
編
纂

陸
軍
成
規
類
聚

明
治
版
　

全
三
巻

「
陸
軍
成
規
類
聚
」資
料
集
成〔
第
三
集
〕

◆
明
治
版
の
特
色

▼
陸
軍
で
は
最
初
の
加
除
式
に
よ
る
「
明
治
四
〇
年
版
」
を
基

盤
と
す
る
第
六
版
（
明
治
四
四
年
・
全
一
巻
）
を
底
本
〈
靖

国
偕
行
文
庫
所
蔵
〉
と
し
た
。

▼
本
書
（
第
六
版
）
は
第
三
〇
回
追
録
ま
で
加
除
済
の
台
本
で
、

幸
い
に
も
そ
の
後
の
追
録
加
除
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。

従
っ
て
、
収
録
法
令
等
す
べ
て
が
発
行
時
の
も
の
で
あ
る
。

▼
各
類
に
は
附
録
と
し
て
「
質
議
回
答
録
」
が
収
録
さ
れ
て
お

り
、
利
用
者
の
研
究
の
便
に
役
立
つ
。

▼
原
本
は
全
一
冊
（
総
二
二
六
〇
頁
）
で
あ
る
が
、
本
書
復
刻

版
で
は
、
三
分
冊
と
し
た
。

▼「
解
説
」「
附
録
資
料
」
は
第
三
巻
の
巻
末
に
収
録
し
た
。

▼
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
偕
行
社
、
靖
国
偕
行
文
庫
の
協
力
を

得
た
。
　

◆
推
薦
し
ま
す
―

　

こ
の
度
、
松
本
先
生
及
び
関
係
者
の
ご
努
力
に
よ
り
、『「
陸
軍
成
規
類
聚
」
資
料
集
成
』
が
出
版
さ

れ
る
こ
と
は
、
帝
国
陸
軍
に
籍
を
置
い
た
者
と
し
て
非
常
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
帝
国
陸
軍
」
は
終
戦
時
に
お
け
る
兵
力
五
四
七
万
人
と
い
わ
れ
、
直
接
間
接
に
軍
と
関
係
し
た
軍

需
産
業
そ
の
他
の
人
員
を
含
め
る
と
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
は
正
に
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

軍
隊
と
言
う
と
、
と
か
く
作
戦
・
戦
闘
に
関
心
が
集
ま
る
の
が
常
で
す
が
、
こ
の
日
本
史
上
空
前
の

大
組
織
を
造
成
、
維
持
、
管
理
す
る
機
能
は
軍
制
で
あ
り
、
そ
の
基
本
と
な
っ
た
法
令
規
則
が
こ
の

「
陸
軍
成
規
類
聚
」
に
収
録
さ
れ
る
規
則
体
系
で
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、
昭
和
一
九
年
版
及
び
別
冊
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
沿
革
を
示
す
明
治
期
の
資
料
が
復
刻
さ
れ
、

更
に
陸
軍
に
お
け
る
軍
制
の
第
一
人
者
で
あ
る
山
崎
正
男
氏
の
「
陸
軍
軍
制
史
梗
概
」
及
び
『
偕
行
』

誌
に
掲
載
さ
れ
た
一
連
の
記
事
が
復
刻
・
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
、
今
後
の
陸
軍
の
制
度
研
究
に
大
き
く

裨
益
す
る
も
の
と
信
じ
ま
す
。

　

松
本
先
生
ほ
か
関
係
者
の
ご
努
力
に
感
謝
し
推
薦
の
言
葉
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

大
東
亜
戦
争
の
敗
戦
に
よ
り
帝
国
陸
軍
が
解
体
さ
れ
、
そ
の
組
織
が
消
滅
し
て
か
ら
六
四
年
の
歳
月

が
経
過
し
た
。

　

こ
の
間
に
お
い
て
、
防
衛
庁
が
編
纂
し
た
公
刊
戦
史
で
あ
る
戦
史
叢
書
・
全
一
〇
二
巻
が
刊
行
さ

れ
、
夥
し
い
量
の
「
戦
記
も
の
」
の
出
版
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
作
戦
・
戦
闘
の
正
面
か
ら

の
観
察
が
主
体
で
あ
る
。
ま
た
、
満
州
事
変
か
ら
支
那
事
変
、
さ
ら
に
大
東
亜
戦
争
に
至
る
間
の
政

治
、
外
交
の
問
題
に
つ
い
て
は
政
治
史
、
外
交
史
の
側
面
か
ら
多
く
の
研
究
著
作
が
見
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
明
治
以
降
の
日
本
の
歴
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
「
帝
国
陸
軍
」
の
成
長
と
そ

の
変
化
の
過
程
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
明
治
期
の
軍
制
史
に
つ
い
て
松
下
芳
男
氏
の
研
究
以
外
極
め
て

乏
し
い
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
不
振
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
基
本
的
な
資
料
の
不
足
が
上
げ
ら

れ
る
。

　

今
回
、
松
本
先
生
は
じ
め
関
係
者
の
ご
努
力
に
よ
り
、「
陸
軍
成
規
類
聚
」
及
び
関
連
資
料
が
集
成

さ
れ
出
版
の
運
び
と
な
っ
た
こ
と
は
、「
帝
国
陸
軍
」
の
軍
制
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
資
料
と
な
る
も

の
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
進
展
に
大
き
な
寄
与
を
な
す
も
の
と
思
う
。

　

こ
の
度
、
森
松
俊
夫
先
生
の
監
修
の
下
で
、
松
本
一
郎
教
授
の
解
説
付
編
集
に
よ
っ
て
『「
陸
軍
成

規
類
聚
」
資
料
集
成
』
全
四
集
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
大
い
に
喜
ば
し
い
。
明
治
元

年
に
創
設
さ
れ
、
昭
和
二
〇
年
の
敗
戦
に
よ
っ
て
解
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
「
日
本
陸
軍
」
は
明
治
、

大
正
、
昭
和
の
三
代
七
七
年
間
に
わ
た
り
、
日
本
の
軍
備
の
み
な
ら
ず
、
経
済
、
産
業
、
国
民
生
活
の

全
般
に
わ
た
っ
て
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
「
日
本
陸
軍
」
の
実
態
を
法
制
面
で
支
え
た
重
要

な
諸
規
定
を
集
成
し
た
の
が
、
こ
の
「
陸
軍
成
規
類
聚
」
で
あ
る
。
日
本
の
軍
制
を
学
ぶ
上
で
必
須
の

資
料
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
戦
前
の
日
本
国
家
の
骨
組
み
を
解
き
明
か
す
上
で
も
、
超
貴
重
な
文
献
で

あ
り
、
従
来
未
見
の
貴
重
な
文
献
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
面
で
の
権
威
者
で
あ
る
森
松
俊
夫
先
生

の
監
修
と
、
最
適
任
の
松
本
一
郎
教
授
の
編
集
に
よ
る
本
資
料
集
成
は
、
信
頼
に
値
し
、
そ
の
的
確
な

解
説
と
共
に
、
読
者
諸
賢
の
期
待
に
沿
う
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。

　

東
条
英
機
は
大
尉
の
頃
、
陸
軍
省
副
官
を
務
め
、「
陸
軍
成
規
類
聚
」
を
毎
日
丹
念
に
読
み
、
周
囲

の
者
か
ら
「
成
規
類
聚
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
法
規
に
精
通
し
、
こ
の
こ
と
が
、
軍
内
で
彼
の
存
在
を
認

め
る
切
っ
掛
け
に
な
っ
た
。
彼
が
熱
心
に
読
ん
だ
成
規
類
聚
と
は
、
陸
軍
大
臣
官
房
が
編
纂
し
た
陸
軍

に
関
す
る
諸
法
令
・
諸
規
則
す
な
わ
ち
法
律
・
勅
令
・
軍
令
・
省
令
・
訓
令
・
達
・
告
示
・
陸
普
〈
通

牒
〉
な
ど
を
、
関
連
項
目
ご
と
に
類
別
し
て
編
冊
し
た
、
陸
軍
の
行
政
事
務
の
根
拠
文
書
で
あ
る
。
従

っ
て
、
陸
軍
の
研
究
特
に
陸
軍
の
制
度
・
組
織
な
ど
を
研
究
す
る
に
は
、
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
必
須
の

文
献
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
資
料
集
成
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
軍
制
史
の
大
家
山
崎
正
男

氏
の
「
陸
軍
軍
制
史
梗
概
」
な
ど
が
加
え
ら
れ
、
陸
軍
軍
制
の
理
解
を
容
易
に
し
て
い
る
の
は
、
研
究

者
に
と
っ
て
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

山
本
卓
眞

（
偕
行
社
会
長
）

今
後
の
陸
軍
の
制
度
研
究
に
大
き
く
裨
益
す
る
出
版

大
東
信
祐

（
元
防
衛
研
究
所
戦
史
部
長
）

「
帝
国
陸
軍
」の
軍
制
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
資
料

宮
崎
繁
樹

（
明
治
大
学
元
総
長
・
名
誉
教
授
）

戦
前
の
日
本
国
家
の
骨
組
み
を
解
明
す
る
超
貴
重
文
献

原
　
剛

（
軍
事
史
学
会
副
会
長
）

陸
軍
諸
法
規
の
集
大
成
発
刊
に
期
待
す
る


